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新型コロナウィルス感染拡大防止のため、下記の「施設の利用制限」及び「利用における注意

事項」を遵守いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

【施設の利用制限】 

〇以下の施設について一部利用制限を変更させていただきます。 
  

・サ ブ プ ー ル：「人数制限なし」 

     ※より多くの方にご利用いただけるよう、ご利用時間は２時間までとさせていただきます。 

 ・トレーニングルーム：「人数制限なし」 

     ※より多くの方にご利用いただけるよう、ご利用時間は２時間までとさせていただきます。 

      ※更衣室のロッカー数の都合上、入場制限を行う場合があります。 

・メ イ ン プ ー ル：「人数制限なし」(４月下旬～８月) 

・ア イ ス ス ケ ー ト：「人数制限なし」(９月下旬～翌年 3 月) 

 ・主 体 育 館：競技コートサイズがバドミントン同等以下の競技 

            （例：バドミントン・卓球・ヘルスバレー・新体操等） 

 ・補 助 体 育 館：競技コートがバレーボール１面以上の競技 

            （例：バレーボール・バスケットボール等） 

 ・園 内 各 施 設：シャワールームが３月１６日よりご利用いただけます。 

 

【利用における注意事項】 
〇以下の事項に該当する場合は、利用を見合わせてください。 

 ・利用前１週間から利用当日まで体調が良くない場合 

  （例：発熱・咳・だるさ・咽頭痛などの症状がある場合） 

 ・同居している方や頻繁に会う人に感染が疑われる方がいる場合 

 ・過去７日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航ま 

たは当該在住者との濃厚接触がある場合 
 
〇マスクは個人の判断で着用をお願いします。 
 
〇こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。 
 
〇他の利用者等との距離をできるだけ（２ｍ以上）確保してください。（障がい者誘導や介助を行う場合を除く） 
 
〇走る・歩く運動・スポーツにおいては、より一層距離を空け、並走または斜め後方に位置するなど、 

人の呼気の影響を避けるよう努めてください。 
 
〇利用中に大きな声で会話、応援をしないでください。 
 
〇施設管理者が感染防止のために決めたその他の措置がある場合は、指示に従ってください。 
 
〇施設利用前後のミーティング等においても、三つの密（密集、密接、密閉）を避け、できるだけ速やか 

に退場してください。 
 
〇大会・イベントでの利用（開催）については、主催者の責任において参加者及び観覧者の把握（氏名・ 

連絡先）及び上記事項の遵守の上、感染防止対策を講じてください。 

また、県が定める「感染防止チェックリスト」を作成し、公表してください。様式等は下記 HP から 

ご確認ください。 

イベント開催時における感染防止安全計画の提出等について／茨城県 (pref.ibaraki.jp) 

〇施設利用後、１週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場合は、 

速やかに当園管理事務所へご連絡をお願いいたします。 
 

※上記の内容及び職員の指示に従っていただけない場合は、他の利用者の安全を確保する観点から、 

即時に利用を中止していただきます。 


